
【お問い合わせ先】　※ごみの焼却に関して不明な点があれば下記まで

 宮崎市役所　環境部　環境指導課　監視指導係

　ＴＥＬ：０９８５－２１－１７６３　　ＦＡＸ：０９８５－２８－２２３５
  Email：09sisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp

農家の皆さんへ

稲わらなどは農地にすき込むなどして処理しましょう。

◎法律では「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」が認められておりますが、エコク
リーンプラザみやざきへの搬入や業者への処分依頼ができないなどのやむを得ない場合であって、かつ、周辺環境
への影響が少ないものに限られており、更に次の手続きが必要になりますので、十分ご注意ください。
⇒開墾準備や害虫駆除などの目的で森林から１ｋｍ以内の田畑を野焼きする場合、１４日前までに許可の申請を
 行う必要があります。
【お問い合わせ先】 農政部 森林水産課 林政係 ０９８５－２１－１９１９
⇒「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれがある行為」であるため、３日前までに最寄りの消防署への届出
が必要です
【お問い合わせ先】 北消防署 ０９８５－３２－４９０９ 南消防署 ０９８５－５３－００３３


